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日 時 平成３１年１月２９日（火） 

    午後１時１５分～ 

場 所 都庁第二本庁舎３１階 特別会議室２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度第４回東京都公園審議会 

速記録 
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【会議】 

午後１時１７分～午後３時４３分 

 

○園尾管理課長 お待たせいたしました。ただいまより平成３０年度第４回東京都公園審

議会を開催いたします。 

 委員の皆様には、本日もお忙しい中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。

本日の進行を務めさせていただきます、私、建設局公園緑地部管理課長の園尾でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、本日の審議会は、東京都公園審議会の運営に関する要綱第３に基づきまして、

会議を公開で行うこととしております。傍聴者の入室を認めておりますので、あらかじめ

ご了承願います。 

 それでは、傍聴者入室の案内をお願いいたします。 

（傍聴者 入室） 

○園尾管理課長 なお、東京都公園審議会の運営に関する要綱第８によりまして、報道関

係者の取材をお受けしております。審議が始まる前までは撮影及び録音を認めております

ので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、まず、皆様のお手元にお配りをいたしました資料の確認をさせていただきた

いと思います。お手元に資料の束がございますが、上から順に、まず、Ａ４一枚で、議事

次第でございます。その次が本日の座席表でございます。また、１枚おめくりいただきま

すと、委員の皆様の名簿でございます。その次が、委員の名簿と幹事の名簿は束になって

います。その次が当審議会の根拠となる条例でございます。その次が根拠となります要綱

をお付けさせていただいております。 

 その後が本日の資料編になっておりまして、最初がＡ４一枚、縦でございます資料－１、

趣旨文でございます。その次がＡ３横になっておりまして、ゼムクリップで二つの資料が

一緒になっております資料－２と資料２－２でございます。「都立明治公園の整備計画中

間のまとめ（案）」と都立明治公園の説明資料でございます。その次が、またゼムクリッ

プで二つがまとまっておりますが、資料－３「都立代々木公園の整備計画中間のまとめ

（案）」と、資料３－２、都立代々木公園の説明資料でございます。そしてその後がＡ４

横になりまして、資料－４、今後のスケジュール。そして最後が、資料－５「日比谷公園

グランドデザイン」の資料でございます。 
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 ご確認をお願いいたします。もし足りない資料等がございましたら、お知らせ下さい。

よろしゅうございますか。 

 また、本日は会場の関係で、お手元にお一人ずつにマイクのご用意ができておりません。

ご発言いただきます際には挙手をいただきまして、そうしましたら、私どもの係員がマイ

クをお持ちいたしますので、それをお持ちになってからお話しいただくようにお願いを申

し上げます。また、終わりましたら、マイクを置いていただければ、係員がとりに参りま

す。どうぞご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、審議会の開催に当たりまして、東京都建設局次長、片山謙よりご挨拶申し上

げます。 

○片山建設局次長 東京都建設局次長の片山でございます。 

 委員の皆様には、大変お忙しい中、東京都公園審議会にご出席をいただきまして、まこ

とにありがとうございます。また、平素より東京都の公園緑地行政につきましてご高配を

賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 東京都では、この１月２５日に平成３１年度の予算案を公表いたしました。都立公園の

整備などで約３７７億円を計上してございます。この中には、ご審議をいただいておりま

す、明治、代々木の２公園の民間活用に関する検討経費も盛り込まれてございます。今後

も緑に囲まれた東京を目指して、積極的に事業を進めていきたいと考えてございます。 

 本日は、都立明治公園の整備計画、それから都立代々木公園の整備計画の二つの議題に

つきまして、中間のまとめのご審議をお願いしてございます。これまでに委員の皆様から

いただいたご意見を反映させて案を取りまとめてございます。さらに審議を深めていただ

くようにお願いを申し上げまして、私のご挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○園尾管理課長 それでは、続きまして、まだご紹介させていただいておりません委員が

いらっしゃいますので、ご紹介をさせていただきます。 

 株式会社Ｈ.Ｉ.Ｐ.代表取締役社長、林博通委員でございます。 

○林委員 よろしくお願いいたします。 

 去年、喉頭がんをやりまして、アメリカまで行って手術をしました。ようやく日本に帰

ってきて、しゃべれるようになったので、出席しました。よろしくお願いいたします。 

○園尾管理課長 ありがとうございました。 

 今回は、現在ご出席いただいております委員の皆様で審議に入らせていただきます。 
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 公園審議会幹事につきましては、お手元の「東京都公園審議会幹事名簿」のとおりでご

ざいます。 

 それでは、お手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。 

 恐れ入りますが、これより議事に入りますので、報道関係の皆様におかれましては、撮

影、録音はなさらないようにお願い申し上げます。 

 それでは、本日の審議に入らせていただきたいと存じます。 

 審議の進行につきましては、髙梨会長、よろしくお願いいたします。 

○髙梨会長 それでは、早速ではございますが、お手元の次第に従いまして、議事に入り

たいと思います。円滑な会議の進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 本日は、「都立明治公園の整備計画中間のまとめ（案）」についてと「都立代々木公園

の整備計画中間のまとめ（案）」についての２件の審議を行います。 

 まず初めに、第１号議案「都立明治公園の整備計画中間のまとめ（案）」について、審

議を行います。 

 それでは、事務局よりご説明をお願いします。 

○根来計画課長 はい。公園緑地部の計画課長、根来でございます。着座にてご説明をさ

せていただきます。 

 本日は、中間のまとめについてご審議をいただくことになるんですけれども、本日いた

だいたご意見を踏まえたものを公表し、この後、都民の意見を募集するということになっ

てございます。 

 これまで審議会の中で、二つの公園についてご審議をお願いしてきていたところではご

ざいますけれども、今回、資料－１ということで、１枚ご用意をさせていただきました。 

 今回、資料－２、資料－３ということで、整備計画を用意しておるわけですけれども、

通常ですと添付してございます参考図面である基本計画図と申しますか、施設平面図を添

付しないような形になってございまして、従来、私どもがお示しをしている整備計画とは

異なるような形になってございます。 

 中間のまとめを公表して、これから都民のご意見を聞いていくに当たりまして、審議会

の場では口頭などでご説明をさせていただいているところではございますけれども、整備

計画の中で書き込むには、内容としてなじまない、今回その整備計画を立てた背景ですと

か、また、考え方などをまとめた文章ということで、資料－１を用意いたしまして、中間

のまとめに当たって、あわせて公表していきたいと考えているところでございます。 
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 資料－１の内容ですけれども、二つの公園、それぞれ１ヘクタール余りということで、

規模も小さいですけれども、明治公園、代々木公園、いずれも皇居から赤坂御用邸を経て、

神宮外苑、新宿御苑、そして明治神宮・代々木公園というような、区部の中でも緑の骨格

となるような東西軸上に位置しておりまして、しかも、それぞれが明治神宮の内苑・外苑

に連続をしているということで、これらの公園の整備をしていくということは、やはり東

京都の中の緑のネットワークの充実強化を図る上で、非常に重要な位置にあるものと考え

てございます。加えて、この二つの公園の周辺はオリンピックの会場などになるというこ

ともございまして、まちづくりが非常に進んでおりまして、これから地区の様相なども大

きく変化することが見込まれているというところでございます。 

 したがいまして、そういう中で公園の役割というものも、さらに魅力の向上、機能の充

実・強化が求められるということになります。 

 さらに、都立公園、通常、公園というのは行政が設置し、管理するというのがこれまで

のあり方であったわけですけれども、今、国も含め、民間との連携・協働を深め、都民の

多様化する価値観ですとかライフスタイルの変化ですとか、そういうニーズにしっかりと

対応していくような質の高い公園づくり、これを民間と連携をして進めていくということ

が求められていることになってございます。 

 こうした背景の中で、今回、整備計画のご提案をさせていただいておりまして、最後の

ところに書かせていただいているんですけれども、これまでみどりの骨格であった公園緑

地が、民間と連携をし、その民間のアイデア、ノウハウを十分に引き出し、そして公園の

魅力の向上、機能の充実・強化を通じて、地域の価値そのものを向上させていく。そうい

う、今回、都立公園像を提供するような形で、従来の整備計画の枠組みを超えたような形

でまとめを行ったということで、書かせていただいてございます。 

 こういった全体としての緑地としての認識というのを、ここに示させていただいた上で、

それぞれの整備計画を示すような形で進めて参りたいと書いてございます。 

 その上で、資料－２のほうの明治公園の整備計画についてご説明をさせていただきます。

まず、資料－２としてございます整備計画のほう、これまでの説明と重複する部分がござ

いますけれども、簡単にご説明をさせていただいた後、資料２－２のほうで、これまでの

審議の中で各委員の皆様からいただいたご意見、それらについて、この整備計画の中でど

のように整理しているのか、どのように整理したかということをまとめてございますので、

このあたりをご紹介したいと思います。 
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 資料－２のほうを順番に、おめくり下さい。まず、位置図でございます。新国立競技場

の南側にございます、斜線で囲った部分になっております。空中写真でご覧いただきます

と、赤く囲っているところが都市計画明治公園になります。その中で、私どもが都立公園

として管理をいたしますのが、東京体育館の周辺、それから新国立競技場の西側の、デッ

キ上の公園の部分。さらに今回審議をお願いいたします、赤く塗っております６ヘクター

ルの面積のところということになります。これらを私どもは都立公園として今後管理をし

ていくという予定になっております。 

 ご覧いただきましてわかりますように、赤坂御用邸の緑ですとか外苑がございまして、

新宿御苑、さらに、この写真では入ってございませんが、こちら側に代々木公園、明治神

宮があるというような配置になってございます。 

 それらを簡単にまとめたものが中間のまとめということで、お手元の資料のほうで、空

中写真の後に、「中間のまとめ」ということで全体の文章をお示ししてございます。基本

的にこちらをご覧いただきながら、ご説明をさせていただければと思います。 

 今回、計画テーマの設定ということでございます。こちらについては、ここに書かかれ

ておりますけど、渋谷川が流れていたような土地の歴史というものを踏まえつつ、先ほど

冒頭申し上げました、その皇居から代々木公園までに至る緑地帯を形成し、さらに時代を

超えて継承されるような杜をまたつくっていこうと。その中で、まちに暮らす方、働く方、

訪れる方、多くの方々の交流を促進し、新たな価値を生み出すような場を目指していこう

ということで、「１００年後も続く 未来を創造する 緑にふれあえる公園」というテー

マに設定をいたしましたと。 

 このテーマを具現化していくためということで、コンセプトを二つ載せてございます。

「みどりと水景観の創出」、そして「地域のにぎわいの創出」でございます。 

 みどりと水景観については、繰り返しになりますけれども、持続的成長が可能な１００

年の杜、また、渋谷川の流れを意識した水景観。それから、地域のにぎわいについては、

立地を生かして魅力的な公園をつくり、多世代の交流の場、コミュニティ活動の中心とな

るような広場を設けていくということで、設定をしてございます。 

 こうしたコンセプトを踏まえ、こちらからご説明しましたが、空間特性として、西側が

住宅地に面しておりまして、また川による低地が確保できるということ。それから東側に

つきましては、開発で設けられる公開空地等と連担し、また地形的にも少し傾斜があると

いうようなところということがございますので、そうした地形の特徴、また周辺の状況を
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踏まえて、二つのゾーニングを設定するということにいたしました。右側にございます豊

かなみどりのゾーン、それから左側のにぎわいと交流のゾーン、二つになってございます。 

 これら二つのゾーンにつきましては、周辺のまちづくりなどとも整合を図りつつ、それ

ぞれが存在するということではなくて、相乗的に賑わいを生み出すということ。また、地

域の回遊性を高めるような整備をしていこうというふうにまとめました。 

 また、防災についても、避難場所ということにはなるんですけれども、加えて防災意識

の向上や、訓練などにも使えるような、そうした機能充実を図ろうということで書かせて

いただいております。 

 その上で、各ゾーンの説明ですけれども、豊かなみどりのゾーンについては、周辺、新

国立競技場ですとか、周辺の公開空地のみどりなどと一体となった空間としていくという

こと。さらには、神宮外苑から新宿御苑一帯の緑地を構成し、未来に継承されるような杜

となるように、地域に適した植物から成る樹林をつくっていこうとまとめております。 

 具体的な取り組みとしては、多様な生物の生息している空間に配慮すること、また熱環

境の改善などにも貢献をしていきたい。２としては、使い方ということになるんですけれ

ども、散策、休憩などのほかにも、例えば森づくりに携わっていただくようなことも含め

て、緑や歴史を身近に感じていただけるような憩いの場にしようということです。３とし

ては、公開空地との調和、連続性、さらには利用者の回遊性などを確保していこうという

ことで書かせていただいております。 

 にぎわいと交流のゾーンにつきましても、人々が交流することでにぎわいを創出し、ま

ちに活力を生み出すとともに、渋谷川が流れていた歴史を感じることができるゾーンとま

とめておりまして、具体的には、イベント等のスペースとしても活用可能な広場機能を持

たせるということ。また、そうした広場と一体となった、渋谷川の記憶を伝えるような水

景観をつくっていくこと。もう一つ、最後が、多くの方が集まっていただき、楽しんでい

ただけるような、民間ならではの新しい発想を取り入れて、時代に即した多様なニーズに

対応したにぎわい施設を、このゾーンの中に設けていこうということでまとめてございま

す。 

 前回お示しした、具体の施設のイメージがこちらになります。ここはこの整備計画の中

には含めてございません。また、断面についても、前回ご説明いたしました傾斜がござい

ますけど、これも特にパブリックコメントの対象にはしないという予定でございます。 

 その上で、今ご説明をさせていただいたゾーニングのイメージを皆様にお伝えするとい
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うために、パース図を２枚ほどご用意をさせていただいております。こちらが豊かなみど

りのゾーンということで、その樹林の中で人々が、憩いというか、休んでいただいたりで

すとか、散策をしていただいたりしているというようなイメージをお示しさせていただい

たところです。また、ちょっとわかりにくいですけれども、もともとこの公園の中にござ

いました幾つかの石造物みたいな物なども配置をしていくということを考えたいと思って

おります。 

 もう１枚がにぎわいと交流のゾーンというものでございます。後ろのほうに新国立競技

場が見えておりまして、手前側に大きな広場があるということです。あとは、水景観とい

うことで水の施設があって、ここは子供が遊べるような水の施設ということで絵としては

描いてございます。広場については、奥のほうに便益施設のようなものがあり、広場につ

いてはさまざまな使い方がなされているというようなイメージとして、お示しをさせてい

ただきました。 

 これらは具体的には民間からの提案を受けて具体化をしていくということで、今回、整

備計画の中で書かせていただいた文言を、イメージとして図化をしたものと捉えていただ

ければと思ってございます。 

 今回こうした形で整備計画をまとめてございまして、まとめるに当たって、委員の皆様

からこれまでいただいたご意見について整理をさせていただいたほうが、資料２－２とい

うことになります。こちら、説明のほう、資料２－２と、あとは中間のまとめの文章のほ

うを、あわせてご覧いただければと思います。 

 まず、２回目の審議会の際にいただいたもので、防災について具体にどんな内容かとい

うご質問がございました。先ほどご説明させていただいたように、訓練ですとか、そうし

たもので機能充実を図ろうということで書かせていただいてございます。 

 あと立体的な公園の視点ということでまとめていますが、明治公園、特に新国立の敷地

の中は、立体公園になるということで、逆に今回お諮りをしている部分が、土地に定着を

したいわゆる公園というところで、その大切さというのをしっかりとうたうべきだという

ようなご意見だと認識をしてございます。整備計画の中でも、「時代を超えて継承され

る」とか、「未来の拠点として持続的に設置をする」といったような形で、きちっと土地

に根付いたオープンスペースということでの重要性を整理させていただいたところでござ

います。いずれにしましても今後の検討の中では、こうしたご指摘を踏まえて検討してい

きたいと思います。 
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 それから、次の緑地の存在感ということについても、ここには裏のほうになりますけど

も、明確にここが緑地だということを主張していくべきというところでございました。こ

ちらについても同様に、やはり緑の拠点として持続的成長が可能な１００年の杜をつくる

というような形で、その緑としての重要性というのを、整備計画の中には盛り込ませてい

ただいたと考えてございます。 

 それから、裏面のほうに参りまして、４として、地域の意見というものをきちんと反映

していくべきだというご指摘でございました。今回、整備計画の中では、地域に暮らす

方々との交流を生み出していこうということでまとめてございまして、今後具体化してい

くに当たりましては、地域のニーズにもきちんと応えられるように検討していきたいと考

えております。 

 それから、生物の多様性についてということで、昆虫ですとか鳥ですとか、そういった

ものと共生していくコンセプトということで、こちらも整備計画、豊かなみどりのゾーン

の中に書かせていただいています、多様な生物の生息・成育空間などに配慮をするといっ

たような形で表記をさせていただきました。 

 それから、民間活力の導入につきましても、同様、整備計画の一番最後、②の３のとこ

ろで、民間ならではの発想を積極的に取りに入れるということで反映をさせていただいて

おります。 

 それから３ページ目、地域に密着した魅力ある公園ということでございます。こちらも

同様に、ゾーンの説明の中で、魅力的な公園をつくっていくということで表記をさせてい

ただいております。 

 それから、次、４ページ目以降が、前回、第３回の審議会でいただいたご意見となりま

す。 

 一つ目が神宮内苑とのネットワークというところです。これ、実は私、当日は、外苑と

認識をして、ご説明をしてしまっておったところですけれども、内苑ということで、こち

らについては、具体的に、今回の計画地と神宮内苑をどうつなぐのかというのは、すぐに

はなかなか答えは出てこないところではございますけれども、整備計画の中では、計画テ

ーマという中に、皇居から神宮の内苑、さらには代々木公園に至る緑地帯を形成してとい

うことで書かせていただき、意識はしていくんだというところは示させていただきたいと

考えてございます。 

 それから、周辺の施設との調整、こちらは周辺の公開空地等と一体的なつくり込み、さ
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らには運営というところでございまして、こちらも整備計画のゾーニングの豊かなみどり

のゾーンの中で、隣接する公開空地等との調和、連続性、回遊性の確保といった形で書き

込みをいたしました。 

 それから歴史の表現ということでございます。こちらもそれぞれのゾーンの中で、歴史

を身近に感じられるような憩いの場、渋谷川の記憶を伝えるというような形で記載をして

おりまして、具体の展開の仕方については、設計等の中で検討させていただきたいと思っ

ております。 

 それから、ゾーン間のボーダーというか、一体であるべきだろうというご指摘について

も、先ほども触れましたけれども、ゾーニングの最初のところで、二つのゾーンが恒常的

ににぎわいを生み出す。さらには回遊性を高めるというような形で記載をいたしました。 

 続きまして、５ページ目のほうでございます。樹林について、もともとの自生した植物

などというご指摘でございます。こちらもゾーニングの豊かなみどりのゾーンのところで、

地域に適した植物から成るというような記載を加えてございます。 

 また、いろんな方のタイアップというところでは、枠の中にはないんですけれども、豊

かなみどりのゾーンの２のところで、森づくりにいろんな方に携わっていただくというよ

うなことも、表現をさせていただきました。 

 それから、６の多様な生物の生息・成育空間、先ほど２回目のところにもございました

けれども、こちらも豊かなみどりのゾーンの中で、多様な生物の生息・成育空間に配慮と

いう形で書き込みをいたしております。 

 それから最後、健康として、エクササイズ等をしたい人が集まれるようなというご指摘

でございます。最初の資料－１の中でもご説明しましたけれども、民間からのいろいろな

アイデアを取り入れていくという中で、具体に運動ですとか食ですとか文化ですとか、縛

らないような形で、今回は、多くの方が集い楽しめるような新しい発想を取り入れてニー

ズに対応したというような、抽象的と申しますか、具体の種類等を特定しないような形で

提案をさせていただいております。そういう中では、当然エクササイズということも選択

肢の一つとしては入ってくるんだろうということで、民間の提案等を受けていく中で検討

させていただきたいということで考えてございます。 

 これまで委員の皆様からいただいたようなご意見も、一定の反映をさせつつ、今回、中

間のまとめの案というのをまとめさせていただいたというところでございます。いろいろ

ご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 
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○髙梨会長 ありがとうございます。 

 １点確認ですけど、３ページの計画のテーマのところで、「１００年後も続く」という

前に「計画コンセプト」と書いてありますけど、これは「計画テーマ」でいいですね。 

○根来計画課長 はい。大変失礼いたしました。テーマでございます。 

○髙梨会長 ということでございます。 

 それでは、ただいま説明がありましたので、委員の皆様方からご質問やご意見をいただ

きたいと思います。ご発言をお願いいたします。 

 八塩委員、どうぞ。 

○八塩委員 すみません。前回参加できませんでしたので、もしかして重複したら恐縮な

んですけれども、質問を二つさせていただきたいと思います。 

 一つは、これ、それぞれのゾーンについて、この地面はどういうイメージなんでしょう

か。れんが敷きなのか土なのか芝生なのか。みどりのゾーンといいますけれども、なかな

かこの芝生の管理が難しいから大変なのかなとも思うんですけれども、恐らく、私もこの

辺り、実家が近いので詳しいのですが、その近隣の人にとっては、芝生だったらすてきだ

なとか、例えば敷物を敷くに関しても芝生のほうが敷きやすいんじゃないかなと。土より

もという感じはしますが、一方、にぎわいと交流のゾーンだと、いろんな屋台が出たりす

るとすれば、その衛生上の問題もあるので、そこら辺、まず、地面がどういうふうになっ

ているかというのを一つ質問をさせて下さい。 

 あともう一つですが、民間の活力の導入ということが出ているんですけれども、例えば

イベントごとに募って何かを、新国立競技場との連動において何かイベントをしてもらう

民間事業者を、その都度募ってお願いするのか、あるいは定期的にお願いする民間事業者

を、もう前もって契約のような形で行っておくのか、そのあたりのことも質問させていた

だきたいと思います。 

 以上２点、お願いいたします。 

○髙梨会長 ありがとうございました。 

 事務局から。 

○根来計画課長 はい。今、まず、地面の仕上げということでございます。ここで書かせ

ていただいているイメージは、どちらかというと、豊かなみどりのゾーンについては、土

ですとか、芝が根付くかというのは場所の条件によって何とも言えないんですけれども、

基本的には自然的な地面というイメージで書いてございます。一方で、にぎわいと交流の
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ゾーンについては、さまざまな使い方をしていくということを考えますと、ある程度かた

い舗装というものは必要ではないかなと書いています。 

 ただ、いずれにいたしましても、民間の事業者の方に、二つ目の質問とも関わるんです

けれども、民間の事業者の方にその整備の部分も含めてご提案をいただき、最もふさわし

いものを選んでいくというような形で、公園の整備をしたいと考えてございますので、ど

んなご提案がまずいただけるか。その中で何がふさわしいかということを決めていく中で、

その舗装についても決まっていくというような形になろうかと思います。 

 民間の導入のあり方ですけれども、申し上げましたように、私どもで今考えております

のは、例えば便益施設なども民間の方にご提案をいただき、整備をしていただく。あわせ

て、周りの例えばこの広場の部分などもどんな広場にするのかということ。それから、そ

の広場をどのような形で使っていくのかということも例えばご提案をいただき、最もこの

場所にふさわしいというものを選んでいくような形をとれればと思っております。 

 したがいまして、そのイベントにつきましても、公園の整備にご参加をいただく民間の

事業者さん自身が仕掛けていくようなイベントというのも当然あろうかと思いますし、３

６５日全てその民間の事業者がイベントをやるということではなく、一方で、ほかの新国

立競技場ですとか、また隣接する日本スポーツ協会、それからＪＯＣさんのビルがござい

ます。ＪＯＣさんのビルの中には、オリンピックの博物館なども設置をする予定と聞いて

おりますので、そういったところでのさまざまなイベントなどと連携してイベントを行う

ですとか、さらには民間からというか、そういう公園の管理に直接携わってはいないんだ

けれども、例えば地域の方が何かお祭りをやりたいですとか、あといろんな事業者さんの

方が何かイベントをやりたいというようなものがあれば、そういったものも必要に応じて

受け入れていくというようなことも、当然あるんだろうと考えてございます。 

 ただ、これらも含めて、民間の提案を募っていく中で固めていきたいと考えてございま

す。 

○八塩委員 すみません。それでは、整備のパートナーとして民間企業の方に関わってい

ただくということなんですね。それは１社とか２社とかというところもまだ決まってはい

ないということですか。 

○根来計画課長 はい。おっしゃられるように、整備のパートナーとしても運営のパート

ナーとしても関わっていただきたいと思ってございます。具体のその関わり方については、

今回この整備計画ということで、大きな構成、ご了解をいただければ、それを踏まえて民
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間の事業者の方の、例えばヒアリングを行うですとか、そういったことをする中で、具体

化を図ってまいりたいと考えてございます。 

○八塩委員 ありがとうございます。 

○髙梨会長 よろしゅうございますか。 

 ほかにございますか。 

 前田委員、どうぞ。 

○前田委員 中間の取りまとめをありがとうございました。 

 一つ、これも質問といいますか、ちょっとリクエストになってしまうかもしれないんで

すが、ちょっと一つだけ申し上げさせて下さい。 

 今回の中間のまとめの案のところで、にぎわいと交流のゾーン、あとは豊かなみどりの

ゾーンを通して見えてくるものというのが、都民なり市民が、ここにただ訪れるというよ

りは、ここに足を延ばして、主体的にこの公園を盛り上げていくというところがコンセプ

トとして埋め込まれているのかなと思っています。そこから多分、私が勝手に読み解いた

話なんですが、例えば豊かなみどりのゾーンのところで、①の２のところですね。森づく

りに携わるとか、あるいは公園の人々が交流するというふうな、どちらかというと都民が

主体的に入っていくというふうなイメージをここで感じるんですけども、そういうことを

踏まえると、ちょっとこの公園そのものに、公園のボランティアのような、そういう形の

枠組みというものがあったらいいかなと思って、ちょっと聞いています。 

 都民の公園でも、野川とか桜ヶ丘公園のように、もうしっかりと、多分、東京都がです

かね、枠組みをつくって、そこに都民というか市民が入って一緒に盛り上げていくスタイ

ルで、かなり定着しているんじゃないかと思うんですが、今回、公園の規模が小さいとい

うのはあるにしましても、そういうような、ちょっと民間がというふうなお話は先ほどか

ら聞いておるんですけども、行政のほうからそういう枠組みみたいなものをつくって、そ

こにボランティアなりのような形で入っていってもらうというふうな、こういう一つのあ

り方というのも、この公園においては何かありかなと思うんですが、そのあたり、いかが

でしょうか。 

○髙梨会長 どうぞ。 

○根来計画課長 はい。ありがとうございます。 

 委員ご指摘のとおり、森づくりという単語なども今回書き込ませていただいているんで

すけれども、公園をつくっていくこと、運営していくこと、さらに利用していただくとい



- 14 - 

 

うような部分でも、幅広い市民の方ですとかＮＰＯですとか、いろんな民間の主体の方々

に関わっていただきたいと思っております。 

 都立公園の中のボランティアについては、おっしゃるように一定の枠組みと申しますか、

確かに一応枠組みというのは確かにございまして、指定管理者が入っている公園について

は、基本的にその指定管理者が窓口になりつつ登録をしていただいてみたいな、そういう

枠組みがございます。 

 この明治公園につきましても、当然、供用されていく中では、同様の枠組みの中で、い

わゆるボランティアというような形の活動が継続的に行われるということであれば、当然

それはその枠組みの中で受けとめていくような形になっていこうかと思いますし、一方で、

今回、民間のさまざまなご提案をというところに特にポイントを置いているんですけれど

も、そのパートナーである民間の主体の方々の、主体との関係というのが、まず、そもそ

も、多分、今までのボランティアの枠組みとは違うだろうということと、さらにその方々

が幾つもパートナーを、ほかのいろいろな民間の主体ともパートナーを組んで、例えばそ

ういうイベントを仕掛けたり、利用を何か仕掛けていただいたりですとか、そういったこ

とというのも広がっていければなと思っております。そういう部分は、ある意味これから

実際につくって運営をしていく中で、新たに広げていくような部分としてもあるのかとい

うか、そういうものも必要なのかなと考えております。 

 答えになっていないかもしれないんですけど。申しわけないです。 

○前田委員 すみません。ありがとうございます。ということは、あれですかね。民間の

事業者が運営のほうに入っていくとなると、多分、一回というのが、一回とか単発のイベ

ントというようなものがすぐ想定できるんですが、例えばボランティアのような活動のよ

うなものを、どこかＮＰＯのほうとかがやりたいという話があって、そこのところが、今

までのほかの公園のボランティアのようなものが、ほかの民間のＮＰＯとかの事業者が担

っていくということもありだというふうな認識でよろしいんでしょうか。 

 というのが一つと、あともう１個、すみません、ちょっとこれ、今の話を聞きながら、

ちょっと付随的に感じたことなんですが、１１月かなんかのあれですね、質問のところで、

エクササイズについてというところで、ここは周辺のところにスポーツ施設とかがいろい

ろあるのでという話が書かれておるんですが、となると、この公園だけで限った事業とい

うよりかは、周辺の施設も含めたトータル的な事業という形の中でこの公園も含まれると。

つまり公園だけに限った事業ではなく、全体としての事業の中にこの公園も含まれていく
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ような、そういう枠組みというのもありだと捉えてもよろしいんでしょうか。 

○根来計画課長 ありがとうございます。すみません。整理していただきまして、申し訳

ありませんでした。 

 ご指摘のように、まずそのいろんなＮＰＯとかが関わって、そこがボランティアを担う

というんですかね、募って運用していくというようなことも当然あるだろうと思っており

ます。 

 あと、その周辺との、周辺を含めた事業という捉え方ということでございますけれども、

公園としてつくっていくということは、どうしても公園の事業ということにはなるんです

けれども、当然その公園は地域と無関係に存在しているわけではございませんし、今回の

整備計画の中でも、その周辺との一体ですとか、また連携した運営ですとか、そういった

言葉を書かせていただいておりまして、当然、地域ですとか周りの他の施設との連携をし、

また、場合によってはエリアマネージメントみたいなことというのも、視野には置いてい

きたいと考えております。 

○前田委員 ありがとうございました。 

○髙梨会長 よろしいですか。 

○前田委員 はい。 

○髙梨会長 これまでにないような、今までの蓄積を生かしながら、さらに発展させてい

こうということで、行政的に見ると、これまでの仕組みでは対応できないような面がいろ

いろあるのではないかと思います。これはこれからの実際に事業を進めていく中で、十分

に詰めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 服部委員、どうぞ。 

○服部委員 はい。よろしくお願いいたします。 

こちらの公園は、新国立競技場のほぼ前になりまして、図面を見ますと、歩道橋から直

接入れるような感じに見えますが、オリンピックの期間中は外国人がたくさん見えますし、

そういう方たちが流れてきたりするということも大いにあると思います。オリンピックが

終わってからも、外国人の人たちは日本に来るように、との政策を進めていると聞いてお

りますけれど、外国人に対応するような、言葉の問題などはどのようにお考えでいらっし

ゃいますでしょうか。 

 ○髙梨会長 どうぞ。 

○根来計画課長 今、私ども、このここに限らず既に設置をしている都立公園の中でも、
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２０２０年に向けて外国人の方がいらっしゃるということは、想定をしつつ、例えばサイ

ンの多言語化ですとか、そういった取り組みというのを進めさせていただいております。 

○髙梨会長 よろしいですか。 

○服部委員 はい。結構です。 

○髙梨会長 齋藤委員、どうぞ。 

○齋藤委員 民間の活力を使うということなんですけど、公園が、例えばオリンピックの

後、いろんなふうな使われ方とか過ごし方が、やっぱり１０年、２０年で多分変わってく

るんだと思うんですね。 

 それで、今、その新しいものをつくるというのはみんな一生懸命なんですけど、それを

うまく変えていくというときに、例えば建物だとすごく壊すのが難しいとか、その後の改

変なり柔軟に対応するようなものに対応するようなことというのは、なかなか民間任せだ

けではうまくいかないんじゃないかなということで、例えば造園だと、先ほどあった芝生

がいいのか、もっと底部をしっかりするのか、それから土にしてもいろんな工法があるわ

けですよね。それも、一度つくったらこれでもう５０年とかそういうことではなく、やっ

ぱり使い方によって変化するときに、容易に変化できるものと、それでいて１００年その

緑があるという、変わらないようなものですかね。そういうあたりのめりはりの検討とい

いますか、そういうところがちょっとないと、ただ、民間にいい案を求めて、よさそうだ

からこれをやってみるというだけで、その先のことは考えていないというと、ちょっと気

になっているので、コメントをいただけますか。 

○髙梨会長 どうぞ、継続性と、永続性をどういうふうに担保していくかという、そうい

うご質問だと思いますけど。 

○根来計画課長 非常に貴重なと申しますか、非常に的確なご指摘をありがとうございま

した。今まで説明の中では、民間のいろんなご提案をいただき、それをふさわしいものを

選んでいくんだという一言で終わらせていたんですけれども、まさにおっしゃられるよう

に、どういう視点でふさわしいものを選んでいくのかというところでは、ご指摘のように、

やはりその変わるもの、変わらないもの、変えるもの、みたいなところは、しっかりと見

きわめながら評価をしていく必要があるなということを、改めて認識をさせていただいた

ところです。 

 ちょっと言いわけっぽくなるんですけれども、実は公共がつくるものというのは、一度

つくると本当に壊すのが、皆様からいただいている税金でつくっているところもございま



- 17 - 

 

すので、非常に実は難しゅうございます。一方で、民間からの提案で、整備も含めて民間

にお願いしたときに、逆にそのニーズに合わないものというのは、ある意味その収益等も

生んでこないというところもございますので、そういう部分に関してのアンテナも比較的

民間のほうが高かろうというところもございますし、そうしたニーズに応じてものを変え

ていくというところも、どちらかというと民間のほうが柔軟に動いていただけるのかなと

いうような期待もあって、民間というところで書かせていただいているところではござい

ますが、ただ、そうは言っても、きちんと、私どもがどこを選んでいくのかという中では、

少し先の視点というものもしっかりと見込みながら、変えるもの、変えないもの、そこが

的確に成されているような提案を選んでいくというようなことも、しっかりと組み込んで

いきたいと思っております。ありがとうございます。 

○髙梨会長 よろしいですか。 

 栗下委員、どうぞ。 

○栗下委員 中間の取りまとめ、ありがとうございます。こちらは中間ということもあっ

て、比較的幅広に書かれているのかなと思っているんですが、つまり、その集まってもら

う人たちがどういう人たちかということについて、申し上げようと思うんですが、この間、

こちらのほうの地域の周りをぐるっと回ってまいりまして、感じたことが、子供さんたち

が非常に多く集まってきていると。この明治神宮を挟んで向かいに、にこにこパークとい

うのがあって、有料なんですけど、その遊具、休日ともなると、お子様が長蛇の列をなし

て並んでいるということで、全体的なそのニーズというのに供給が追いついていないんじ

ゃないかという点もありまして、そのあらゆる人たちに集まってもらうという、これを読

むとそういう感覚なんですけれども、とりわけニーズのある子供さんたちに向けたその配

慮といいますか、向けた何かというのを、ぜひ力を入れていただきたいなと思っているん

ですが、ただ、スペース的には決して大きくはないというのと、そのコンセプト的に言っ

ても、にこにこパークにあるような滑り台を設置したりとかなんなりというような感じで

はないのかなと思っているんですけども、そういった意味では、例えば遊具を設置するか

どうかとか、具体的には民間からの提案になると思うんですが、そういう大筋のところに

ついて、どう考えていらっしゃるのか。今お聞きできるのであればちょっと伺いたいと。 

○髙梨会長 事務局、どうぞ。 

○根来計画課長 そうですね。今の時点では、私どもまだ十分に、その周辺の方の、例え

ば住んでいらっしゃる方がどんな方かとか、あと、今後やはり新国立競技場もこれからで
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きてきて、それらもどういう方が運営をしていくのかというところも、これから決まって

いくということがございます。一方で、神宮外苑そのものも、これから大きくまちづくり

が動いていくというところがございますので、なかなかターゲットをどこに絞るべきかと

いうようなところについては、申しわけないですけど、まだ十分には決めきれていないと

いうのが正直なところではございます。 

 ただ、一方で、前回ですかね、前々回ですかね。横地委員からのご指摘もあって、以前

私ども、渋谷区の方と意見交換をさせていただいた際には、やはり、今、委員ご指摘のよ

うに、子供の遊び場みたいなものというのも欲しいんだというようなお声もいただいては

おりますので、実際に決めていく中では、そうした地域の声などもしっかりと受けとめな

がら、ふさわしいものを選んでいければなと思っております。 

○栗下委員 ありがとうございます。 

 国立競技場の前のところというところもあって、単純に、これまでの審議の中にもあり

ましたけれども、街区公園のように遊具を設置すればいいというものでもないかなと思う

んですが、ただ、その中でも、ぜひ、ニーズがあると思いますので、子供さんたちに対す

る配慮を検討いただければと思います。ありがとうございます。 

○髙梨会長 ありがとうございます。子供たちの創造性を育むということが非常に重要だ

と思いますので、栗下委員のご発言を踏まえて、今後、対応していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○根来計画課長 承知しました。ありがとうございます。 

○下村副会長 １点だけよろしいですか。 

○髙梨会長 下村副会長、どうぞ。 

○下村副会長 前回ちょっと休んでいるので、既に質問で出ているのかもしれないですが、

「杜」という字が２カ所、左側の（３）の①のところに「１００年の杜」というのがあっ

て、それから（４）の１で、やはり「継承される杜」があり、「杜」を使っておられるん

ですけれど、これは何か意図がおありなのかについて、お伺いをしたいんですけれど。 

○髙梨会長 どうぞ。 

○根来計画課長 いわゆる「森」と申しますと、どちらかというと、自然の森で、山地と

いう領域にあるようなものなのかなという、イメージは持っておりまして、そういったも

のとは性格が異なるところもあるのかなということで、ちょっとこういう字を使わせてい

ただいておりますが、正直それほど深くこの字の、じゃあ、意味する「杜」は何かという
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ことを十分吟味して選んでいるかというと、ちょっとそういうわけではないのかなと思い

ます。 

○下村副会長 少なくとも意図的に使われて、これから使い分けされる可能性もあるとい

う認識でよろしいでしょうか。 

○根来計画課長 はい。今のご指摘を踏まえて、しっかり吟味はしたいと思います。使い

分けはしなきゃいけないと思いますので、意味を持たせられるかどうかということを含め

て、きちんと検討いたします。 

○髙梨会長 よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。 

○八塩委員 あともう一つだけいいですか。 

○髙梨会長 どうぞ、八塩委員。 

○八塩委員 すみません。私、実家が近いので利害関係者のようで恐縮ですが、うちの両

親からも若干聞き取りしてまいりました話をしてよろしいでしょうか。 

 もう先ほど、お子さんがこのあたりにたくさんということですけれども、にこにこパー

クであったり外苑の自転車の乗り場であったりは、割と遠くからわざわざこのあたりに来

て下さる方々で、車で来て、子供と一緒に、それで遊んでいって下さる方々が中心なのか

なという感じがしまして、この近隣、はっきり言って高齢者ばっかりなんですね、住んで

いる人たちは。ほとんどみんな子供、まあ、いますけれども、もちろん。かなりの高齢化

が進んでいる地域じゃないかと、この実感としては思っておりまして、おじいちゃん、お

ばあちゃんに言わせますと、犬を散歩させている人たちがかなり多くて、その憩いの場に

なっている。でも、座れるベンチがほどんどない。なので、もう高齢者が朝行って、犬を

散歩して、ベンチで座れるようなベンチがあったらありがたいなとか。あとやっぱり花見

をしたいな、みたいな。春には絶対桜の花見ができるようにしてくれればいいなとか。も

う本当に普通のことなんですけれども、やっぱり近隣には高齢者の方も非常に多くて、日

本の高齢化社会、どこのまちでもそういう光景があると思いますけれども、そんなどこの

まちにもある光景にもなじむような公園づくりという視点を、忘れないでいただきたいと

思います。 

 以上です。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 事務局の方で何かありますか。 
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○根来計画課長 はい。ありがとうございます。一応、今の整備計画の中でも、その住ん

でいらっしゃる方、地域の方々と、ここに訪れる方々との何か交流が生まれる。その中で

何か新しいことが起きるような、そんな仕掛けができる場所にしたいという思いで書かせ

ていただいております。そのためには、今、委員ご指摘のように、地域の方々のニーズと

いうのもしっかり受けとめなければならないと思っておりますので、今後、民間事業者の

例えば公募ですとか決定ですとか、そういった過程の中で、そうしたニーズの部分という

のも、どういう形で盛り込めるかというところは、しっかりと考えていきたいなと思いま

す。 

○髙梨会長 年を取ってきますと、歩いていて途中でどこかに座って休息したくなるんで

すよね。そういうことで、いろいろ配慮いただきたいと思います。 

 林委員、どうぞ。 

○林委員 日本の公園で、声は大丈夫ですか。聞こえますか。大丈夫ですか。 

○髙梨会長 聞こえますか。 

（はい） 

○林委員 申しわけないです。いつも気が付くのは、ベンチがない。それからトイレが汚

い。これが日本の。それと植えっ放し。公園の中はブッシュばかりで、外から見て、行け

ない。公園に入っていけない。あれだと、女性一人で公園に行くことは怖いんじゃないか

というようなところが多いと思います。もう少しスペース、外から見てもわかるような、

もう少しスペースを考えたほうがいいと思うんですが、よろしく、どうぞお願いします。 

○髙梨会長 ありがとうございます。この公園だけではなくて、全ての公園に共通すると

いうご指摘だと思いますので。 

○林委員 そうですね。やっぱりベンチとトイレですね。 

○髙梨会長 はい。ただいまの林委員のご発言を踏まえて、この公園だけではなく、都立

公園、それから市区町村が管理運営をしています公園も含めて、ぜひそういう取り組みが

進むように、行政の方でご尽力いただければと思います。 

 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

 横地委員、どうぞ。 

○横地委員 ご回答ありがとうございます。 

 今、皆さんのご意見をお聞きしてちょっと思ったことなんですけども、地域の人たちと、
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あとお子さんたちが多いということなので、お子さんとお年寄りが交流できるような感じ

の公園づくりがいいのかなと思いました。 

○髙梨会長 ありがとうございました。 

 イメージのところで、お子さんと親御さんと若い人、少し高齢者の方が足らないんです

かね、イメージからいきますと。 

○八塩委員 割と土日は家族連れ、多いですよね、やっぱり。わざわざ外苑に来て下さる

方。多分、平日はもう、おじいちゃんおばあちゃんばかりかと。 

○髙梨会長 そういう日にちだとか時間帯によって公園がうまく使い分けられて利用され

ているということでございますので、それをさらに活発化していくような工夫を検討いた

だきたいと思います。 

 服部委員、どうぞ。 

○服部委員 いろいろありがとうございます。 

 先ほど私が海外の人たちへの対応というお話をさせていただいたのは、外国人のためだ

けではなくて、安全ということにぜひ、重きを置いていただきたいと思います。今、外国

の人たちが多く、特に東京にもたくさん見えていますけれども、日本のマナーと違って、

マナーを知らない人もたくさんいて、時々、私自身、すれ違ったときに、とても何か嫌な

感じを受けることがありまして、そういう方たちもこういう公園にも入ってくる可能性は

大なので、そういう中で、小さいお子さんとか、お年寄りの方とか、周りの方たちに危険

なことがないように、安全性を重視していただきたいと思っております。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 特段、事務局から説明はよろしゅうございますか。 

○服部委員 はい。大丈夫です。 

○髙梨会長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。ご発言になられていない委員の方がおられますけど、また次の審

議事項の際に、何かありましたらご発言いただくということで。 

 委員の方々から貴重なご意見、ご質問をいただきました。特に内容的に修正までするよ

うな事項はなかったかと思いますけれども、イメージ図はもう一度検討してもらったほう

がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。時間もございますので、資料１の趣

旨文と第１号議案でございます「都立明治公園の整備計画中間のまとめ（案）」につきま

しては審議を終了といたします。 
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 ただいまいただいた意見の反映につきましては、特にイメージ図のところですかね、事

務局の方でこれから検討してもらいますけれども、公表する中間のまとめの確認につきま

しては私の方に一任いただければというふうに思いますが、よろしゅうございますか。 

か。 

（異議なし） 

○髙梨会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、第２号議案の都立代々木公園の整備計画について、中間のまとめ案を審議し

たいと思います。事務局の方からご説明をお願いします。 

○根来計画課長 引き続き、私、根来のほうからご説明させていただきます。 

 お手元の資料３、それからクリップを外していただきまして、資料３－２となってござ

います。構成は先ほどと同じでございます。 

 まず、資料３に基づいて整備計画のほうを、以前のご説明と重複する部分もございます

けれども、説明させていただきます。 

 おめくりいただきまして、まず位置図になります。今の代々木公園がございまして、

代々木競技場がございまして、その南側の赤く囲ったところが今回の審議をお願いしてい

るところとなります。原宿駅と渋谷駅のちょうど中間ですかね、間にあると。山手線沿い

の地域でございます。 

 もう一枚おめくりいただきまして、空中写真になってございます。こちらのオレンジ色

で囲っている部分が都市計画で定めた代々木公園の区域でございまして、計画区域の大部

分が都立代々木公園、一部は先ほど申し上げた国立代々木競技場になっているというとこ

ろでございます。代々木公園については明治神宮の外苑と一体の公園ということになって

おりまして、対象地は都市計画の代々木公園の中では南東の端に位置しておりまして、あ

と、渋谷駅のほうから、区立の公園が山手線沿いにございまして、それらと連続するよう

な位置ということになります。右上のほうに対象区域を少し大きくした図面がございまし

て、北側が現在は岸記念体育会館が建っているところ、それから南側が水道局のポンプ所

があるところになっておりまして、水道局のポンプ所については今後、給水所として新た

に整備される、そういう予定の区域となってございます。 

 もう一枚おめくりいただきますと、先ほど同様、整備計画のまとめの文書と申しますか、

計画の本文になっております。 

 計画地の概要は今申し上げたとおりでございまして、計画のテーマについては、代々木
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公園がそもそも森林公園ということで計画されておりまして、その森林公園の緑の連続性

を感じられる景観、さらにはまちに開かれた新たな顔をつくりながら渋谷と原宿の賑わい

を結び付ける、そういう場になることを目指して、テーマとしては、「緑の風景の中で

人々が交流し、賑わいの拠点となる公園」というテーマにいたしました。 

 これを具現化していくためのコンセプトとして三つ、設定してございます。「緑を意識

する公園」、「人が集う公園」、「賑わいを創出する公園」の三つでございます。 

 緑は代々木公園の森、代々木の森の一部となる。それから周辺の緑地や自然環境などに

も配慮していくようなところ。 

 それから人が集う公園という意味では、時代のニーズに応える魅力的で街に開かれた場

を提供するということで、多様な方々が集まり、さまざまな価値観が共有できるような交

流空間を目指そうということです。 

 それから賑わいの創出ということでは、公園でございますので、緑をベースにしながら、

質の高い賑わいの空間をつくるということで、渋谷の賑わい・原宿の賑わいを結ぶような

場所にしていきたいというところでございます。 

 こうしたテーマ、コンセプトを踏まえつつ、現地の特性ということで、前回もご説明さ

せていただきましたが、北側については、図の代々木公園とか代々木競技場などのオープ

ンスペースと連動していくというところになるということになります。それから、南側に

ついては渋谷の再開発等が進んでいくまちのエリアにはなるんですけれども、当該地の接

する部分については住宅や商業ですとか、用途などが混在したような地区ということで、

駅前の商業地などの賑わいとは少し性格が異なる場所となってございます。また一方は山

手線に面しておりまして、ＪＲの線路からは非常によく見える場所というところでござい

ます。現地についても、先ほど申し上げましたが、北側については岸記念体育会館という

ことで、整備ができるんですけれども、南側については給水所としての整備がございます

ので、そういったものとも整合を図りながら検討していく必要があるということで、大き

く北側と南側で二つのゾーニングを設定してございます。 

 北側については「みどりと集いのゾーン」ということで、代々木の緑がまちの中にしみ

出していく空間、さらにはまちに溶け込み、公園の多面的な機能を発揮させることで、さ

まざまなニーズに対応し、結果として人が集まる賑わいの場にしていきたいということで

ございます。 

 具体的なものとしては、木の下でくつろぐようなスペースですとか、イベントを楽しめ
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るような開放的な空間をつくること。また、原宿、渋谷を結び付ける多様な人々が集まる

空間として、こちらも民間ならではの新しい視点を取り入れ、公園の特徴を生かした魅力

的な施設というのをこの中に配置していきたいと考えております。また、空間的には原宿

駅からの顔となるようなエントランスを整備し、公園の利用動線、さらには既存の公園、

代々木競技場ですとか代々木公園などへの回遊性などについても考えていきたいというと

ころでございます。 

 南側の「雑木林とヒーリングガーデンのゾーン」につきましては、水道施設と共存し、

質の高い緑や景観を創出ということで、先ほどご説明した隣接の市街地に配慮した、落ち

つきのあるゾーンというふうに計画してございます。 

 中に設けていくものといたしましては、季節の移り変わりなどを体感できる小庭園を思

わせるような癒しの空間をつくっていきたいと。それから、ゾーンの外周部については、

少し緑に厚みを持たせるということと、あとは敷地にどうしても高低差がございまして、

バリアフリーなどにも配慮したエントランスを設けていくということで、渋谷駅側からの

公園への利用動線を確保していきたいというふうに考えております。 

 また、最後に整備手法ということで、前回も皆様からご質問がございましたように、水

道施設の整備のタイミングとの兼ね合いというのがございまして、北側の「みどりと集い

のゾーン」を先行して整備していくこと、それから南側のゾーンの整備については、水道

施設の整備に合わせて行うこととし、その際、先行して整備をしている北側との一体的な

活用を図っていくということで、整備についての考え方については整理させていただいた

ところでございます。 

 お手元の資料のほうには入っておりませんけれども、前回ご説明した平面のイメージ、

それから施設のイメージですね、ここについては、この後にありますけれども、前回もご

説明した水道施設については給水所ということで、配水池という施設が設けられることに

なっております。こちらの工作物については、現時点の検討では、最大の高さですと１５

メートルぐらいの高さになることもあるということでございまして、その上部を公園とし

て利用していきたいというふうに考えております。その際、上部利用を促進する意味でも、

北側の部分と集いの部分の中に設けていく交流施設についても同程度の規模の施設という

ふうにすることで、施設の上部同士をつないだりということもできるのかなということで、

少しボリュームのあるようなものも想定しているということで、前回もご説明させていた

だいたところでございます。 
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 設けていく民間の施設としては、書かせていただいていますように、今の時点で特にこ

れというふうに絞るということではないんですけれども、例えばスポーツ施設ですとか、

子供向けのレクリエーション施設、さらには飲食店のようなもの、場合によっては宿泊施

設といったものも、規模的にと申しますか、空間的には入るだろうということで、例を挙

げさせていただいているところでございます。 

 今回、同様に整備計画でのパブリックコメントをかけていく中では、整備に当たって、

やはり民間からの提案を募っていくということで、通常のような平面図は用意してござい

ません。かわりに用意したのがイメージのスケッチということで、２枚用意してございま

す。 

 １枚目が「みどりと集いのゾーン」というもののイメージでございまして、ちょっとこ

ちらのほうに見えている幾つかの建物があって、それぞれ、例えば飲食ですとか、物販で

すとか、何かスポーツジムのようなものですとか、そういったものが入ってくればいいな

というようなイメージです。 

 手前のところに広場があって、そこでやはりいろんな使い方が。この絵は、ヨガのよう

なものをイメージとして書いていますけれども、あとは、くつろいでいただいたりですと

か、そういった使い方ができるような広場を設けていきたいというふうに考えています。 

 さらに、見づらいんですけれども、「みどりと集いのゾーン」の賑わい施設と、南側の

給水所の配水池の上部がつながるようなことというのも、あってもいいのかなということ

で、書いています。こちら側に線が見えているのが、給水所のほうに設けられる配水池の

延長というんですかね、屋上の線のイメージで直線が入っております。 

 もう一枚ご用意したのは、配水池の上から北側を望んだイメージを示させていただいて

ございます。こちら側のこの部分が配水池の上部を、公園と申しますか、庭園のような空

間としてつくり込めないかなというところでございます。あと、北側に、ちょこちょこと

見えているのが、先ほど下から見上げた建物ですね、便益施設ですとか、いろんなものが

入っているのが書かれているというのがあって、真ん中にこういう広場があるというよう

な形にできないかなと。こういう上部の緑と下の緑、さらには奥にある代々木公園の一部

の緑というのが、視点によっては一体の緑として見えるような、そんな作りこみができる

といいのかなということで、イメージとして示させていただいたところでございます。 

 これも繰り返しになりますけれども、こういうものを必ずつくっていくということでは

ございませんで、民間の提案でいろいろなものをぜひ受けとめていきたいと思っておりま
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すし、そういう中で実現できるであろうイメージとして、こういうものをご用意させてい

ただき、都民の皆様のご意見を聞いていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上で資料３のほうのご説明は終わりまして、３－２のほうで、これまでのご審議の中

でいただいたご意見と、それらを整備計画の中にどう盛り込んでいるかというところを、

簡単にご説明いたします。 

 １ページ目が２回目の質疑の中でのものでございます。 

 １点目は、渋谷との連続性というのをもう少し加味できないかということでございます。

つきましては、対応方針の中でも、原宿、渋谷を結び付けるような空間ということで記載

をしてございます。 

 それから、緑の創出というのを含めての開発になっているのかというご質問がございま

した。こちらも計画のコンセプトなどの中に、森の一部となって緑地をつくっていくとい

うことで、当然、緑としての整備というのも必要というか、そういう観点ももちろんあり

ますということで、書き込んでございます。 

 それから、北側ですね、代々木公園、競技場との間には道路がございますので、その使

い勝手などの工夫はというご指摘でございます。実際の工夫は、つくっていく中、また運

営していく中で検討していきたいと思っておりますけれども、ゾーニングの中で既存の公

園との回遊性も高めていこうということで、方向性としては示させていただきました。 

 それから、自然地形を担保したようなデザインというのをぜひというご指摘でございま

して、こちらについてもゾーニングの中で一体的に利用していくということ、さらには先

ほど申し上げた敷地の高低差等に配慮しながらエントランスを整備するですとか、ちょっ

とそうした地形なども意識していくというところを整備計画の中に書かせていただいてお

りまして、今後は具体の提案ですとか、整備の中で検討してまいりたいと考えております。 

 それから裏面へ行っていただきまして、２ページ目が、民間活力の導入ができるように

というところでございまして、こちらもゾーニングの施設の中で、民間ならではの視点を

取り入れていきたいということで、記載いたしております。 

 また、地域に密着した、都民に寄り添った有効な利用と、魅力ある公園づくりというと

ころにつきましても、同様になりますけれども、公園としての特徴を生かした魅力的な施

設等を整備していくというような形で、趣旨を反映させていただきました。 

 それから、３ページ以降が前回のご質疑でございます。整備のタイミングの話ですとか、
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北側の施設との関係というところでご質問を幾つもいただいております。 

 一つ目が、北側だけで機能させる時期もあるかということで、ここは先ほどの整備手法

のところで明記させていただきました。 

 また、南側の給水所を一体化する中で、こういう計画そのものを大きく見直す必要があ

るんじゃないかというご指摘でございますけれども、こちらについても基本的には北側を

先行整備し、南側の整備をする際に一体的な活用を図っていくということで、方向性とし

ては示させていただいてございます。 

 それから、北側に入れていく民間の施設について、この場所にふさわしい施設が何かと

いうところからアプローチするというようなご指摘ですとか、また必ずしも今の時点です

と人が多く流れてくる場所ではないので、吸引力のある施設が必要ではないかといったご

指摘をいただいております。民間の提案を幅広く受け入れて、その中でよいものを選んで

いきたいというところはございますので、具体の施設の種類ですとか用途を定めるという

ことではなくて、ここでは公園としての特徴を生かした魅力的な施設を整備するというこ

とで、整理をさせていただいているところでございます。 

 それから、あとは施設について、ダイバーシティに配慮したコンセプトをというところ

がございまして、コンセプトの部分になるんですけれども、多様な人々が集い、さまざま

な価値観が共有できる交流空間としていくということで反映させていただき、民間がつく

る施設に限らず、公園全体としてもそういったものを目指していきたいということで記載

させていただきました。 

 それから裏面、４ページ目のほうにまいりまして、この中では例えば食べ物ですとイン

スタ映えですとか、何か魅力的なものをということで、こちらも先ほどと同じですけれど

も、民間の提案の中で魅力的な施設を整備するということで書いてございます。 

 それから四季ですね、季節感、季節の移り変わりですとか、植物ですとか、そういった

魅力的なものをというところでございまして、こちらについては雑木林とヒーリングガー

デンのゾーンの中の小庭園というような形での記載をさせていただき、反映させていただ

きたいというふうに考えております。 

 それから４が、南側の水道施設の緑化のレベルということでございまして、ここも今す

ぐに、どうだというふうに決めることは、なかなかなりませんので、水道施設と共存し、

質の高い緑の空間を創出するということで、単に芝生を植えておしまいというようなもの

ではないということで記載させていただいております。 
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 それから、南側の水道施設の高さとの中では、大きな施設が入るので、空間としてはわ

かりにくくなるのではないかということですとか、また南側と北側の空間が、それぞれ一

体として使うのが難しくなるんじゃないかというようなご指摘でございます。実際はこれ

から整備をしていく中で、水道施設が決まっていく中で検討していくことになりますけれ

ども、整備計画の中で方向性を示していくということで、二つのゾーン、一体的な利用、

また回遊性の高い空間にしていくということで、方向性をお示しさせていただいていて、

南側の整備に当たっても、北側との一体的な活用を図っていくという方向性を記載させて

いただいて、これらを実現していくような形で整備を進めてまいりたいと考えております。 

 それから、５ページ目のほうにまいりまして、ゾーン間の移動ですとか、あとは南側の

水道施設との調整をして、よい空間にしていければというご指摘でございまして、こちら

についても二つのゾーンを一体的に利用できるような空間にしていくということで記載さ

せていただきまして、具体的には民間の事業者の提案等も聞きながら水道局といいますか、

水道施設と、十分に調整を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 それから、高低差、またバリアフリーなどについてのご意見もいただいております。な

かなか、この時点で、こういう形で解決できるんだというふうにお示しはできないんです

けれども、当然、バリアフリーへの配慮というのはしていかなければなりませんので、本

文の中で回遊性ですとか、敷地の高低差のバリアフリーに配慮するといったような形でお

示しさせていただいております。 

 それから、南側の水道施設の管理運営についてです。水道施設側の管理と公園の利用を

うまく調整する必要があるだろうというご指摘でございまして、ここも水道施設との共存

ということで書かせていただき、具体には、整備に当たって水道局と十分に協議をしてい

きたいというふうに考えております。 

 それから、８番目が配水池の上を使うということですけれども、これらをきちんと使っ

ていくということが必要ですねというご指摘でございまして、そのためにも新たな視点で

の公園計画というのをつくる必要があるだろうというご指摘でございます。こちらについ

ても、整備計画の中で、民間ならではの新しい視点を取り入れて魅力的な施設をつくると

いうことですとか、あと水道施設との共存といった形で整備計画には記載させていただい

ておりまして、具体については民間のご提案をいただく中、また水道局との調整などの中

で具体的には進めていきたい、詰めていきたいというふうに考えております。 

 以上のような形で、これまでにいただいたご意見については整備計画の中にある程度、
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方向性のような形で盛り込ませていただいたのかなというふうに考えてございますが、改

めてご意見等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○髙梨会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問やご意見がございましたら、ご発言をお願いいた

します。 

 前田委員、どうぞ。 

○前田委員 ご説明ありがとうございました。 

 一つ、ちょっとこれは意見といいますか、もう既に方向感は描かれていただいています

ので、そこをちょっともう少し掘り下げた、ちょっと具体的なアクションという形のリク

エストになってしまうんですが。質問のところで、渋谷周辺との連続性ということで、渋

谷、原宿の賑わいを結び付けるというふうに書いていただいております。恐らく、この質

問は多分、私が、このリクエストを上げた質問なんですが、ここについてちょっともう少

し、ちょっとコメントというか、意見を言わせていただきますと。 

 その後、いろいろと、渋谷につきましては、多分、渋谷の再開発ということを中心とし

まして、渋谷全体のエリアマネージメントということをどうするのかというところを、結

構、区民の方々が中心となって、自発的に団体を立ち上げて、動きをされようというとこ

ろが結構強く、いろいろなところで聞きますし、レポートとかを読んでいます。多分、ま

ちそのものを、イノベーションを引き起こせるような、そういうまちづくりという形で、

渋谷そのものをイノベーションを仕掛けていくような、そういう設計に持っていこうとい

うことは、結構強く考えていらっしゃるんじゃないかなと、渋谷区については思います。 

 そこで行くと、渋谷というまちをどうするかというコンセプトと、今回の公園のコンセ

プトというところについて、ちょっとそのあたりについてのコンセプトというところのベ

ースで、ちょっと具体的に渋谷のほうとすり合わせるようなことというのが、建設局さん

のほうからしていただけるのか。逆に言うと、そういうのをしていただければなと思って

おります。 

 先ほどのお話ですと、民間の方々というと、具体的な施設であったり、事業というレベ

ルにおいて、あそこで民間の方々の意見というのが出てくるとは思うんですが、その一歩

上の、今回の大きなコンセプトの中で、具体的な施策に行くまでの中間のソフトコンセプ

ト的なところで、ちょっとこういう大きな動きの中の団体というか、動きの中とコンセプ

トをすり合わせるような形というところを、ちょっとこちらといいますか、建設局さんの
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ほうから仕掛けていっていただけるような、そういうことをちょっともしお願いできるん

だったら、そういうことをちょっと試みとして考えていただけたらなと思っております。 

 なので、意見が２月５日から３月６日までという形で、民間の意見を募るという形にな

っているのでございますが、この意見においても一般的にホームページに載せて意見を募

集しますというよりか、多分こういうところに対して何か、もう一歩踏み込んだ意見提示

を求めるような、そういうような形のアクションというものを、ちょっともしご検討いた

だけるのならば、ご検討いただきたいなと思っております。 

 こんな感じの意見でございます。 

○髙梨委員 ありがとうございました。 

 事務局の方で何かありますか。 

○根来計画課長 地元、渋谷区さんとは当然、連携を図っていかなければならないという

ふうに考えてございます。今回、パブリックコメントを実施させていただくわけですけれ

ども、それと並行して、地元の渋谷区にも意見を求めるということを行いたいというふう

に考えているところです。 

 今、渋谷区のほうから伺っているのは、今回新規でお願いをしている、代々木公園のち

ょうど南側のエリアというんですかね、神南・宇田川のまちづくりということで、区のほ

うでご議論が進められていると聞いております。そういう中で、委員のご指摘がございま

したように、このエリアの方々が、商売をされている方も含めてになりますけれども、い

ろいろと協議会みたいなものもあって、いろいろなアクションを起こしていこうというこ

とがあるということも承知をしております。 

 今おっしゃられた、そのまちづくり指針の中でも、代々木公園について、スポーツや文

化、エンターテイメントみたいな場所というような形での位置づけもされておりまして、

そういったものとはしっかり整合を図りながら、今回整備するところも含めて考えていき

たいというふうに思っております。 

 ○髙梨会長 いかがですか。 

○前田委員 結構です。 

○髙梨会長 今、前田委員の方からご指摘がありました点が、なかなか整備計画上、十分

に盛り込むことができないというようなこともございまして、それで、中間のまとめに当

たってという、趣意書のところで、今後の地区の様相が大きく変化すると見込まれる中で、

地域の価値の向上に寄与するという志向性を持ってということで、やはり公園サイド側か
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らいろいろアプローチして行くという、そういう方向性も必要だろうということで、この

趣意書の中に表現がされているというふうに、私は理解しているところでございます。 

 どうぞ。 

○前田委員 まさに今、会長のおっしゃられたとおりのもの、私も同じ見解でございまし

て、おっしゃるとおり、この趣意書のところでそれはうたわれておりますし、そこのほう

はもう理解いただけるというふうに思ってはおるんでございますが、なかなかこういう計

画と言いますか、文章のほうに、そこら辺のところにソフト的なニュアンスというのを盛

り込むのは非常に難しいなということがございまして、恐らくこういうドキュメントのほ

うに書き込むにはそれなりの限界があると思いますので、あとは具体的な動きというとこ

ろの中でそこをうまく拾っていただければなと。 

 今のご回答の中でも、既に渋谷区との間でいろいろと協働をされて、渋谷区の具体的に

持っているニーズ等々も深くコミットされていらっしゃるというのは、聞いてお伺いでき

ましたので、そこのところを従来の利用性の枠組みというところを、今回超えて行こうと

いうところも、一つテーマとして伺っておりますので、そういう中で一つ何か、地域の価

値の創造、向上に寄与するというところの一つのモデルケースみたいな形として、前例の

ない形でこれがもしできたらば、すごくいいことだなと思って伺っていました。 

○髙梨会長 貴重なご指摘をありがとうございます。 

 今後行政の中でこれをこなしていくという、今までやったことのないことでございます

ので、ご指摘の趣旨を踏まえて、いろいろと頭を悩ませるかと思いますけれども、よろし

くご対応をお願いしたいと思います。 

 齋藤委員、どうぞ 

○齋藤委員 ちょっと具体的で深い話になるんですけど、このヒーリングガーデンゾーン

というのが、ちょっと私にはすごく重要なキーワードじゃないかなと思うんですね。 

 特に、花木とか、そういうのではなくて、花卉ですね。いわゆるバックヤードとか園芸

療法という言葉もありますけど、そういった意味で、その給水所の上の人工的なスペース

で、給水という、水もあるし、渋谷と原宿のちょうど間にあって、花卉に関するようなプ

レゼンとか、バックヤード的な作業みたいなもので、それでいくと、この５ページのイメ

ージスケッチで、いわゆる自転車とか、ロードバイクみたいなショップとかもあるんです

けど、本当に花卉園芸に関するいろいろなものがあって、その６ページの、上のデッキの

ところにそういうものがあるというか。そうすると、どうしても指定管理者とか、毎日言
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って園芸的な作業というか、仕事としてそこの風景とか花を入れかえたり、そういうもの

で民間的なものを、日比谷公園とかそういうのもありますけど、このところにそういうも

の、少なからず周囲もそういうショップみたいなものが増えてくるみたいな、そういう可

能性がちょっと、このヒーリングガーデンというのが、単に雑木林があって緑っぽいとい

うことじゃなくて、ちょっと人が介在する園芸的なものが一つのキーワードとしてはいい

のかなと思いました。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 事務局の方から何かコメントはありますか。 

○根来計画課長 そこまで深く考えていたかというのは、振り返って心もとないところは

あるんですけれども、先ほど申し上げた周辺の後発の状況ですとか、どちらかというと本

当ににぎやかな場所ばかりになってくるので、いろいろな使い方の制約がある中で、少し

特徴を持ってできるものということで、考えていたというところはございます。 

 ただ、今ご指摘いただいたように、それがさらに、いろいろな意味で周りに浸みだして

いくというようなことが起これば、これはすごくうれしいと申しますか、まさに我々の求

めていることなのかなというふうに思ったところでございまして、いずれにしても、いろ

いろな民間の方のご提案等をいただいていかなければいけないので、そういう中で、ぜひ

今のご指摘なども踏まえて検討ができればなというふうに思います。 

 ありがとうございます。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 横地委員どうぞ 

○横地委員 ご回答ありがとうございます。 

 代々木公園ということで、原宿と渋谷の間に位置することで、先ほど前田委員さんのほ

うからもご指摘がありましたけど、吸引力があって、人を呼び込むようなものが必要だと

いうことなんですけれども、これはちょっと一つのアイデアなんですけれども、若ものの

まちということで、アートですとか、オブジェですとか、そういった作品などがたくさん

展示してあると、若者も、例えば「インスタ映え」という言葉もありますように、引き寄

せられるのかなと思います。 

 それで、東京都にはアート系の学校がたくさんありますので、そういった学校とタイア

ップして、園芸作品ですとかオブジェですとか、あとは壁面アートですとか、そういうも
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のが揃っていると若者も来やすいのかなという気がします。 

 あと、もう一つ、代々木公園につきまして、よく利用される方に聞きましたところ、カ

ラスがひどいから、その問題をどうにかしてほしいという声をいただきました。カラスの

場合は、ごみ問題とかと関わってくると思いますので、そこら辺のごみ問題を解決するた

めに、ボランティアさんとか、そういった方々の協力が必要だと思うんですけど、なかな

かでも、ボランティアして下さい、ごみを拾って下さいと言っても人は集まらないのかな

と思いますので、例えばアイデアの一つとして、企業の方々に協賛を募って、例えば新商

品のコスメがもらえるとか、新商品の何かが配れるような感じにして、それをきっかけで

ボランティアを募ったりとか、そういうこともできるのかなと思いました。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 事務局から何かありましたら。 

○根来計画課長 いろいろなアイデアをありがとうございました。 

 芸術とか、文化というのも、一つ、ここの中の施設を考えて行く際のコンセプトの一つ

にはなるだろうなというふうに思っているところでございます。 

 今後、事業者の公募ですとか、選考していく際に参考にさせていただければと思います。 

 それから、カラスの問題については、東京都もこれまで、実は地道にいろいろ取り組み

をしてきていて、一時期にくらべると、多分ずいぶん減っているんだろうというふうに思

っておりまして、今回、ここがどうこうということではないんだろうと思うんですけれど

も、公園の中のごみを処理する、きれいにするということももちろん必要なんですけれど

も、カラスの対策ということを考える中では、渋谷のまちの中のごみですとかそういった

こともトータルで考えて行かなければならないだろうなと思いますので、いただいたアイ

デアなども、私どももそうですし、区のほうとも共有させていただきながら、何かできれ

ばと思います。 

 ありがとうございました。 

○髙梨会長 ありがとうございました。 

 普通は、カラスが鳴くと子供たちは帰りましょう。と夕焼け小焼けの歌で言われている

んですけど、そうじゃなくて、渋谷と原宿の間という場所でございますので、夕方あるい

は夜、どういう活動ができるかですね。そういったことも大いに期待したいところでござ

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ほかにございますか。どうぞ、斉藤委員 
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○斉藤委員 ご説明ありがとうございました。 

 １点なんですが、これは民間のアイデアやノウハウを十分に生かしていくということ、

新しい試みをするということはよくわかったんですけれども、それと地域、地元の方、商

店街なんかも含めた要望とをどういうふうに結び付けていくのかというのが、これから課

題になるのかなと思って聞いていたんですが、今の段階で結び付ける方法、お考えがあり

ましたら聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○髙梨会長 どうぞ 

○根来計画課長 ありがとうございます。 

 ちょっと話がそれるかもしれませんけれども、明治公園の周りには割と地域に住んでら

っしゃる方もいらっしゃって、そういう方のニーズにも応えるような形での民間事業者の

提案を受け入れていくということで、割と結び付きやすいなと、正直思っておりました。

ただ、代々木については、先ほど申された、南側、商店街と申しますか、住宅などもある

んですけれども、どちらかというとやっぱり商業的な色のほうが濃いような印象を持って

ございまして、今、具体的に何か結び付けるというアイデアがあるわけではないんですけ

れども、ただ、やはり渋谷のまちで取り組まれていくような、こういうエリアマネージメ

ントというような取り組みに私どもも参加をして行くですとか、逆に、そこまで頑張れる

かというのはあるんですが、私ども公園が核になって、エリアマネージメントみたいなこ

とを取り組んでいくとかといったことも、当然求められることなんだろうとは思っており

ます。 

 なので、具体的には何かアイデアがあるわけではないんですけれども、そうした方向性

というのは、しっかり目指していくべきと思います。 

○髙梨会長 よろしいですか。 

今、エリアマネージメント、あるいは公園側からいろいろ取り組んでいくという話がご

ざいましたけれども。今日、古澤委員の代理で片山さん、ご出席でございますけれども、

一昨年の都市公園法の改正で、公園協議会制度というのが新たにできましたけれども、そ

の辺、今どんな運用実態になっているか。ご承知でしたらご紹介していただくとありがた

いと思います。 

○片山公園緑地事業調整官 結論から申し上げて、実際に法改正してから、このような公

園協議会を組織したというようなところはございませんけど、幾つか相談は受けておりま

す。その際には、いろいろな関係者の方々の幅広い意見を取り入れるべく、どういう構成
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にしたらいいかというようなご相談をいただいております。 

 我々が法改正した後に、法律の運用指針というのを示しまして、その中で、いわば関係

者を全て列挙しまして、だれからも意見が出ないような、そういうような構成にすること

が望ましいというふうにしかできなくて、大変恐縮なんですが、そこはもう、個々にその

公園とか地域の特性に応じて構成を考えていただくしかないということに尽きると思いま

す。 

 すみません、答えになっておりませんで。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 急にご質問して、失礼いたしました。 

 八塩委員どうぞ 

○八塩委員 このエリアは、恐らく先ほどの明治公園と違って、非常に集客が見込めると

いうエリアでもありますので、普通のいわゆる公園として、緑地にしておけばいいという

ことではないということでこういうアイデアになっていると思います。ですから、このイ

メージスケッチに文句を付けるわけではありませんけれども、これを最初に一瞬見た瞬間、

これは商業施設の中の緑地なのかなというふうに、一瞬思ってしまいました。 

 というのは、こういう商業施設がある中でなるべく緑を増やしましょうというアプロー

チなのかなと思ってしまうところがありました。つまり、商業施設がすごくたくさんある

からということなんですけれども、あくまで公園であるということですから、町中にある

カフェと、公園の中にあって 公園で遊ぶ人のためのカフェとは、やっぱり位置づけが違

うし、つくり方も違うと思うんですね。なので、ここはあくまで公園であると。それで、

公園の中にあって、皆に利用してもらえる商業施設は、どういう商業施設であるべきなの

かといったところが非常に重要になるんじゃないかなと思います。 

 それで、民間の力を活用するのはいいんですけれども、民間で、既に施設の中の緑地と

いう意味では、非常にうまくいっている例がたくさんあって、ライバルがたくさんいるん

ですよね。その中で、東京都が主体となってつくる公園であると。それで、公園の中につ

くる施設という位置づけは絶対に外してはいけないんじゃないかなというふうに思います

ので、その商業施設に何を選ぶのかということ、あと、商業施設と緑地の部分とのバラン

ス。そういったところは非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。 

 ですけれども、この都市型の公園の新しい姿が提示できるんじゃないかなと思いますの

で、そういう意味でも非常に重要な公園になるんじゃないかなと思います。 
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 以上、意見でした。 

○髙梨会長 ありがとうございました。 

 今までにない取り組みでございますので、実際に整備計画を進めていく際に、やはり都

立公園ならではの、しっかりした対応をしていいただきたいということでございます。 

 全く同感でございますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 

 栗下委員、どうぞ。 

○栗下委員 ご説明ありがとうございます。 

 先ほど来、多くの委員からお話が出ていると思うんですけれども、こちらの土地、やっ

ぱり特別な地で、大変多くの人が集まるポテンシャルがあるということで、やはり工夫を

こらしていかなくてはいけないということについて、私も同意見でございます。とりわけ

その、前田委員からもお話がありましたけれども、今、渋谷のまちづくりは、大変大きな

特色を持って動いておりますので、それとの一貫性というものが大変大切になってくるだ

ろうということを私も思いました。 

 それで、先ほどのヒーリングカーテンのお話が合ったんですけれども、北側の施設、こ

れがやっぱり、ヒーリングガーデンも大事なんですが、どういうものにするかというのは

大きなポイントであると思っておりまして、これは例えばの話ですけれども、例えば、今

渋谷のほうでは宮下公園の整備も進んでいますけれども、渋谷区として、ストリートスポ

ーツの発信地にしていきたいという考えもあると。その一つとして、そういったスポーツ

が楽しめる、また人が集まるようなものをつくっていくという考え方も一つとしてあるの

かなというふうに思っております。 

 前の審議でも述べさせていただきましたが、ダイバーシティということで、障害をお持

ちの方々もしっかりと楽しめるような、そういったことについても配慮いただきながらご

検討を進めていただきたいなというふうに思っております。 

 以上意見でございます。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

 それでは、第２号議案、都立代々木公園の整備計画中間のまとめ案についての審議を終

了いたします。 

 貴重なご意見をいただきました。その反映につきましては、事務局にて検討をすると思
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いますけれども、公表する中間のまとめの確認につきましては、第１号議案と同様に私に

一任いただくということでよろしいでしょうか。 

（はい） 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 それでは、そのようにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは答申案の取りまとめ後の第１号議案、第２号議案について、都民への意見募集

の予定などにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○根来計画課長 貴重なご意見をありがとうございました。 

 資料４をご覧下さい。スケジュールをお示しをさせていただいてございます。 

 これまで、今年度、今日で４回目の審議会を開かせていただきました。パブリックコメ

ントにつきましては今、２月５日火曜日から１カ月間という予定で進めてまいりたいと考

えてございます。いただきましたご意見を踏まえて、最終的に、答申としてご審議をお願

いするのが、来年度、年度が明けたあとの５月くらいを予定したいというふうに考えてご

ざいます。日程については、後日改めて調整をさせていただきます。 

 意見募集の際には、私ども東京都で発行してございます、「広報東京都」ですとか、ツ

イッター、フェイスブックなどのＳＮＳなども活用しつつ、また、私どもの庁舎もそうで

すけど、渋谷区さんですとか、関係する区にもこれに備えていただいて、見ていただくと

か、そういった取り組みをしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上になります。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 ただいま、今後の進め方について、ご説明がありましたけれども、何か質問がございま

したらご発言をお願いいたします。よろしいですか。 

（なし） 

○髙梨会長 では、そういうことでよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は次第にありますように、報告事項が１件ございます。「日比谷公園グ

ランドデザイン」について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○根来計画課長 引き続きまして、私のほうからご説明をさせていただきます。 

 お手元の資料５になります。これと同じものが画面のほうにありますので、ご覧いただ

ければと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、目的、公表までの経緯等を整理してございます。本日の
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審議の中でもそうなんですけれども、やはり公園が求められているものというのが大きく

変わっていくという中で、日比谷公園につきましても、周辺の開発が非常に盛んになって

いるということがございます。一方で日比谷公園は、近代の公園として初めてつくられた

公園ということで、非常に歴史もあり、かつ、当時の面影というのもそこここに残ってい

るという公園でございます。 

 したがって、そうした歴史的な価値というのもしっかりと生かしながら、その公園のポ

テンシャルを最大限に発揮させていくこと、それが必要だろうというふうに考えたところ

でございます。 

そのために、それを実現するための将来像というものを明らかにし、それを関係する方々

と共有していくということが必要だということで、このグランドデザインを策定いたしま

した。 

 策定に当たりましては、いわゆる公園の整備ということではなく、運営ですとか、幅広

い観点から、検討していただくということで、別途検討会を設けて検討させていただいて

というところでございます。一昨年の１０月に検討会をスタートさせて、昨年末、30年の

１２月２６日に公表させていただいたというところでございます。 

 １枚おめくりをいただきまして、グランドデザインの概要でございます。検討に当たり

ましては、公園の特性ですとか、現在の日比谷公園が抱えている課題などを、まず整理を

してございます。名前は多分皆さんご存じなんですけれども、利用されている方が、オフ

ィスに勤める方ですとかに限られていますような特徴ですとか、歴史はあるんですけれど

も、逆に申し上げると、新たな魅力に欠けているですとか、規模・緑は非常に豊かなんで

すが一方で暗い場所があったりですとか、バリアフリーに対応していない箇所があったり

というような課題があるということでございます。一方で、先ほども申し上げたとおり、

歴史的な要素というのはずいぶん残されているところで、少し広い目で見ると、皇居など

と一体となった緑となっているということなどの特性もあるということです。また、開発

などが進む、そういうまちに隣接をしているんですけれども、逆に申し上げますと連携な

どには十分に取り組めていないだろうというような課題があるということでございました。 

 こういう特性や課題を踏まえて、将来像として、五つの提言という形でまとめていただ

いてございます。 

 ここに書かれていることは、比較的、どの公園にも共通するような部分というのも多い

んですけれども、逆に、近代的な公園として、最初につくられた公園で、かつ都市計画と
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しては、中央公園の一部を構成するような公園ということで、この公園自身をそのあるべ

き姿として将来像をきちんと示し、それをつくっていくということは大切だろうというこ

とで、まとめてございます。 

 一つ目が、「誰もが迎え入れられ、心地よく過ごせる上質な公園」ということで、バリ

アフリーですとか、公園のアクセシビリティをよくしていくことですとか、また、最近よ

く言われるサードプレイスですね。自宅でもなく、職場や学校などでもない、自分自身が

ありのままに過ごせるような空間、思い思いに過ごせるような空間というようなことを目

指そうというようなことで、こちらが提言の１になってございます。 

 二つ目は、「まちと連携し、相乗的に新たな魅力を生み出す公園」ということで、ソフ

ト・ハードを含めて、周辺のまちと連携をして、新しい魅力をつくっていきましょうとい

うことです。 

 それから、３点目が「歴史的、文化的価値を顕在化させる」ということで、先ほど来申

し上げていますように、１００年に及ぶ歴史がございますので、その名だたるものがたく

さん残されております。これらについて、その価値が来てくれる皆様に伝わるように整備

をし、またその価値を発信し、見据えていくといった取り組みをしようというものでござ

います。 

 ４点目が、「緑とオープンスペースのネットワーク形成の核」ということで、先ほど申

し上げた、都市計画上は皇居の外苑ですとか、東御苑、さらには千鳥ヶ淵ですとか、そう

いったものにネットワークの連携をしていくような公園となりますので、そういった形成

の核になっていこうと。さらには、既存の都市計画に限らず、まちの中の緑化が進み、緑

のネットワークがつくられていく核になろう、発信点になっていこうという部分でござい

ます。 

 ５点目が、「多様な主体との連携、利用者の視点で運営する公園」ということで、日比

谷公園の中には、松本楼をはじめ、私ども公園の管理者以外が設置管理をする施設もたく

さんございます。そうした公園の運営に関わる方々、さらには、周辺のまちの、エリアマ

ネージメント団体ですとか、そういったものとの連携、協議会なども発足していこうとい

うようなことで書かせていただいてございます。 

 こうした将来像について、それぞれ区域の１から４ということで、それぞれの区域の特

徴なども整理をさせていただいたところでございます。 

 次いで、ここではゾーニングというのが本来なんですけれども、従来からあるＳ字型の
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園路によって区分をされた区域ごとの特徴ということで、各区域という表現をさせていた

だいております。区域の詳細については、次、１枚めくっていただいて、区域ごとに紹介

をして、まとめてございます。 

 １枚目が区域の１ということで、第二花壇ですとか雲形池などを含んだ区域ということ

になっております。ここについては、「緑に包まれ誰もが思い思いに過ごし、賑わいの拠

点ともなる区域」ということで、例えば、イメージ図に示してございますけれども、今は

なかなか人はイベントのときくらいしか入れないんですけれども、第二花壇の部分の芝生

なども皆さんが利用しやすいような形にし、そこで行われるイベントなどの際にも、大噴

水のほうから日比谷公会堂に至るヴィスタですね、直線について、きちんと配慮された形

でイベントなども運営されるといったようなイメージをお示しをさせていただいてござい

ます。 

 それから、４ページ目が区域の２ということで、第一花壇、それから心字池などがある

区域。有楽町の駅に最も近いエリアということになります。従いまして、ここは石垣など

も残されてございますので、「江戸・東京の歴史を体感でき、丸の内・有楽町の玄関口と

なる区域」というふうにございます。イメージとして示させていただいたのは、第一花壇

という部分でございまして、今、花壇ということなので、もちろん植物を植えてはいるん

ですけど、中に一部芝生の広場などがあるんですが、こちらも中に人が入れないような形

になっておりまして、今後、将来の姿としては、そういう芝生の中でくつろぎながら楽し

んでいっていただけるような場所にしようということですとか、ここには、お出しさせて

いただいていますけれども、いろいろな情報の提供ですとか、障害を持ったような方々も

草花に身近に触れることができるような花壇に変えていくことですとか、そういったもの

をイメージとしてお示しをさせていただいております。 

 それから、もう１枚おめくりしまして、裏面の５ページ目が区域の３ということで、祝

田門ですね、皇居にアクセスするには一番近いエリアということになります。現在テニス

コートなどが設置をされているエリアになります。こちらについては、「皇居の緑との一

体感が感じられ、多世代が活き活きと活動できるような区域」にしていってはどうかとい

うことでございます。イメージとしては、今は草地広場というエリアがございまして、遊

具などが設置をされていたりするエリアなんですけれども、ここについて、少し見通しを

よくするですとか、また、遊具と申しますか、施設についても、子供がすぐに遊具という

ことではなくて、幅広い年代の方々がいろいろな使い方ができる施設にしてはどうかとか。
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あと、子供だけではなくて、いろいろな世代の方がたたずむことができるような空間をつ

くっていくというようなことをイメージとして示させていただきました。 

 それから、６ページ目が、区域の４ということで、現在は日比谷の野外音楽堂ですとか、

千代田区の図書館、さらに日比谷公会堂などの建物があるエリアになります。こちらは、

そういった施設がございますので、「東京の歴史を学び、緑の中で文化を育み、まちに発

信する区域」ということで整理しています。イメージとしては、公会堂方面をイメージし

てございますけれども、改修を行い、中に人が入る、もちろんいろいろなご利用をいただ

くということと、公会堂の中だけではなくそこの賑わいが周りにも滲み出すようなイメー

ジということで、公会堂の前のところで音楽などの文化が発信されているようなイメージ

というのを載せていただきました。 

 グランドデザインは、単に公園をつくるということではなく、その運営の仕方ですとか、

そういったことも含めてその将来の姿ということで整理をしたというものになってござい

ます。 

 最後、７ページ目のところ、実現に向けてというところで、これからの取り組みのとこ

ろですけれども、グランドデザイン本編の中には今の提言にぶらさげて、それぞれこんな

取り組みをしてはどうかという、委員の皆様からのご提案が書かれてございます。 

 それらをしっかりと取り組んでいくことと同時に、ハードの整備の部分というのも必要

になってまいりますので、整備計画をしっかりつくって、計画的にやる必要がありますと

いうこと。それから、公園自身が変わっていくという姿を、このグランドデザインという

文言だけではなかなか伝えきれない部分がございますので、そういった姿がしっかりと都

民の皆様に実感していただけるように、伝えることができる取り組みというのを優先的に

実施していくべきだというご指摘もいただいています。 

 また、今回の日比谷公園のグランドデザインでの取り組みというのを、皇居の外苑です

とか、都市計画中央公園を構成するほかの緑地などにも広げていくことと同時に、他の都

立公園などにも展開をして行くべきだろうということで、指摘をいただいているというと

ころでございます。 

 今後につきましては、来年度に整備計画を策定し、その後計画的な整備を進めて行くと

いうことと、現在もバリアフリーのための工事ですとか、そういったものについては、２

０２０年のオリンピックもございますので、これらを見据えて、今優先的に整備するもの

については、既に着手をさせていただいているというところでございます。以上、グラン
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ドデザインのご説明をさせていただきました。 

○髙梨会長 ありがとうございました。ただいまの報告事項につきまして、ご質問等がご

ざいましたら、ご発言をお願いします。 

 林委員どうぞ 

○林委員 私は、コンサートビジネスを生業としています。ついて、日比谷野音なんかも

使っていますし、公会堂も使っています。正直に申し上げて、二つの会場は最低です。 

 例えば、日比谷野音。夏は蚊が多い。あるいはトイレが臭い。どうしようもない匂いで

す。入口は無視です。整備されていません。 

 じゃあ、公会堂。はっきり言って、あれは大正時代ですよ、できたの。多分大正の頭に

できたと思いますが、コンサート会場というよりか、よく言えば演説場ですね。浅沼委員

長が殺されたことがありますが、演説にはいいと思いますが、ここに書いてある音楽とか

文化の発信地に程遠いところですね。 

 だから、表向きは歴史的なものですから、イギリスのように、表を残して、中を全部変

えて近代的にする。こうしない限り、使い勝手はよくないと思います。これは私の個人的

な意見ですが。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 そうですね、コンサート会場という設えじゃないですよね、全く。ホワイエもきちっと

ありませんし、それと、音響も効果が悪いところですし。私なんかは体が大きいもんです

から、あのいすに座っていると、ともかく疲れちゃうんですよね。という、私もあそこの

公会堂については、いろいろ言いたいことがいっぱいありますが、ぜひ、今林委員がおっ

しゃられていたように、ユニバーサルデザインを取り入れて、かつ、皆さんが快適に利用

できるような公会堂、だけではなくて、日比谷公園全体がそうなったらいいと思います。 

 どうぞ、すみません、林委員。 

○林委員 さっきも言いましたが、公会堂に関しては、表向きは置いておくべきだと思う

んですよ。椅子さえ全部変えればいいわけで、ヨーロッパとは違っていますよね。だから

表向きは絶対一緒だけど、内装を変えると全然違ってくると思う。これはぜひやっていた

だきたいし、それと日比谷野音は、私は全天候型にすべきだと思う。 

 現在のところ、４月から１０月の週末しか使えない。東京の一等地にそんな稼働率の悪

いことを置くことは何もない。あれは全天候型にすべきだと思います。今の技術ならでき

ます。そうすれば１２カ月を通じて１年中、野音は使えます。 
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○髙梨会長 ありがとうございました。 

 今のは、立ち入りが禁止になっているところの芝生広場がありますけれども、そこを開

放的にしようということの中で、今林委員がご指摘のあったような、そういう議論という

のは、このグランドデザインの検討過程で何かなされたんでしょうか。 

○根来計画課長 公会堂ですとか、野音のあり方についても議論はさせていただいており

ます。ただ、一方で、先ほど説明の中でも申し上げさせていただきましたとおり、公会堂

については、今、耐震性の問題もあり、使用を休止させていただいておりまして、こちら

については、耐震性を備えたものとして改修をしていくということで、今私どもとしても

検討ですとか調査を進めさせていただいているところになってございます。 

 それから野外音楽堂につきましても、今、オリンピックの開催ですとか、それに向けた

その気運醸成などの場として活用していこうということで、そうした場としてふさわしい

ものとなるように改修の工事、既に始めさせていただいているところでございます。 

 あわせて、野音そのものについては、建物が建ってから時間が経過してございますので、

オリンピックの後には、建てかえていくということを含めて検討を進めているところでご

ざいまして、そうした前提がございましたので、このグランドデザインの議論の中で、公

会堂・野音についてどうするというところは意見として出てはいるんですけど、特に深め

るようなことは特にしなかったという。 

○髙梨会長 林委員、いかがですか。 

○林委員 これはちょっと、何か人によっては、不平が出ると思うんですが、日比谷野音

と公会堂の道路をはさんだところに、という日比谷シティという、建物があるんですよね。

スケートリンクも。正直言って、あの通りを囲んだら、夜は人通りゼロです。本当に人通

りがないんです。だから、裁判所から歩いてすぐだけど、あそこは人が１回も通らない。

どうしてかというと、あれは日比谷野音であり、日比谷公会堂を活性化すれば、その問題

は解決して、経済効果はすぐ出ると思うんですが。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 服部 

委員どうぞ。 

○服部委員 ありがとうございます。 

 細かいことになるかと思いますが、２０１３年に日本の和の食の文化が世界の無形文化

遺産になりまして、それからというもの、海外から来る方達は、日本食、それから和の文
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化ですね。茶の湯とかにものすごく興味を持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃい

ます。そんな中で、日比谷公園は、本当に東京のメインの場所なので、たくさんの方々が

海外からも見えますし、地方からもたくさん観光客が見えます。そんな中で、外国の方達

に和の文化、茶の湯とかを見せてあげるというような、数寄屋造の茶室とか、それから日

本人も和食離れ、和の文化離れをしていますから、若い人たちに東京に来た時にそういう

体験をしてもらうということを、私も仕事柄いろいろと考えてはいるんですけれど、ちょ

うどそういうすばらしい場所で多くの方々に和というものを体験していただくのに、日比

谷公園の場所というのはすばらしいところではないかなと思っていますので、そういうこ

ともまた一つ、よろしくお考えのほどお願いいたします。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 都立の庭園でいろいろな試みといいますか、活動に取り組みしていると思いますけれど

も、外国人観光客の方を含めて、何か特色のある活動をしているところがあれば、ご紹介

いただけますか。 

○根来計画課長 必ずしも正確ではないかもしれないですけれども、例えば、浜離宮庭園

の中では、今、戦災ですとか震災で焼失した建物の復元をし、また、中島の御茶屋という

茶屋があるんですけれども、そうしたところでは、いわゆるお茶ですとか和菓子などもご

提供させていただいています。 

 また、そのイベント的には、例えばその浴衣と申しますか、着物を着ていただくような

体験、そういうイベントをフィックスしたりですとか、さまざまな取り組みはさせていた

だいているというところでございます。 

○髙梨会長 日比谷公園という場で、どういう取り組みができるか。多分、いろいろ皆さ

んからご要望が多い公園なんじゃないかと思うんですね。そういった意味で、しっかりこ

ういうグランドデザインに基づいて一つ一つ丁寧に整備だとか運営を、ぜひしていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 前田委員、どうぞ。 

○前田委員 ちょっと質問を三つほど、ちょっとお願いいたします。このグランドデザイ

ンということで、今度は整備計画のほうに落ちてくるというお話だったんですが、この整

備計画は、このグランドデザインの区画１、２、３、４という、この枠組みを踏まえての

整備計画になっていくのかというのが一つ目。 

 二つ目が、今お話が出ましたが、日比谷公会堂については、その改廃も含めて整備計画
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の中で議論されるのかというのが二つ目と。 

 あと、三つ目は、日比谷公園って、やはり、いま皆様のお話にあったとおり、東京の公

園の中でも顔になるような公園だと思いますので、そういう意味では、かなり中心的とい

いますか、大事な公園だと思うんですが、今回この話をするに当たって、例えば海外の主

要な、メインな公園をベンチマークして、今回このような話をされているのか、あるいは

しようとされているのか、そのあたり。例えば、ニューヨークのセントラルパークみたい

なところって、公園としてもかなり行政が手を入れていると思うんですが、そのあたりの

ところの話を何か参考にしながら検討されているのかどうか、そのあたりも教えていただ

けないでしょうか。 

○根来計画課長 まず、整備計画というところですけれども、説明の中でも申し上げまし

たとおり、Ｓ字型の園路というのは当初からの設計の構想をずっと受け継いで変わらずに

残っているものというところでございます。整備計画を策定していく中でも、当然こうし

た園路というのは尊重しなければなりませんし、この区域の１から４というのもそういう

園路で区切られた区域として現にあるということで位置づけをしているものになっており

ますので。ただ、これから議論していくものなので、結論というわけではないんですけれ

ども、多分この１から４という考え方を踏まえて検討していくことにはなるんだろうとい

うふうに思っております。 

 それから、日比谷公会堂ですとか、野音については、それぞれがそれぞれの施設として

ございまして、これから検討を今もう既にスタートさせているというところになってござ

います。先ほど、林委員からもご指摘などもございましたけれども、整備計画の中で公会

堂の改修をどうしようかという議論を多分することはないんだと思うんですけれども、公

会堂が改修されることを踏まえて、建物の外向ですとか、周辺の園地のあり方についてど

うしていくかというところは整合を図るような形で検討していくことにはなると考えてお

ります。そういう意味では、建物の周りについてもにぎわいなどがしっかりと目に見える

ような形で整備ができればなと思っております。 

 それから、海外の公園等のベンチマークということですけれども、今私ども、日比谷の

議論でもそうですけれども、その計画をプランニングしていく中では、その国内のさまざ

まな先行的な取り組みというのも参考にさせていただいておりますし、当然海外の事例と

いう物も参考にはさせていただいています。 

 ただ、それとこれを比較して、何がどうでという議論とか、直接議論ができているかと
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いうと、そこはなかなかそうではないかもしれませんけれども、例えばセントラルパーク

の事例もございますし、ブライアントパークの経験と申しますか、そういったところは私

どもも十分意識はしながら、プランニングをさせていただいているというところでござい

ます。 

○髙梨会長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 

 私のほうから、ちょっと１点確認なんですが、この審議会で、各公園の整備計画につい

て、知事からの諮問を受けていろいろと審議しているんですが、この日比谷公園について

は、今後どういう取り扱いになりますでしょうか。特段、この審議会で審議をするとかい

うようなことは、予定していないというふうに理解してよろしいですか。 

○根来計画課長 日比谷公園につきましては、先ほど申し上げておりますように、整備さ

れた当初の設計物等みたいなものもずいぶん残されていますし、当時整備されたこういう

いろいろな施設なども残されているという公園になっています。そういう中で、そうした

ものをきちんと残しながらここで、この提言に沿って改修ですとか、新しいその価値みた

いなもの、新しい魅力などを加えていくようなイメージの整備計画になっていくんだろう

というふうに考えております。 

 従いまして、通常、私どもが審議会にお諮りをしているのはその公園のゾーニングがあ

り、そこに配置をしていく機能ですとかそういったものを整理してお示しをし、ここでお

さらいをしていただくというような形になるんですけれども、日比谷公園の整備計画とい

うものが、そういう形になじむものになるのかどうかというようなところを見極めながら、

今回のような形でご報告などをさせていただきながら、進めていくようなことにするのか、

もしくは審議会の中で、今回お願いしている代々木公園や明治公園と同様に審議をしてい

ただいてまとめていくことにするのかというのは、もう少し私どものほうで整理をさせて

いただければと思っていおります。 

○髙梨会長 既存の開設している公園のリノベーションといいますかね、そういう内容の

ものについては、今回こういう形で審議がなされて、取りまとめが行われたということで、

この審議会としては、新たに区域が広がるようなところ、そういうところの整備計画を中

心に審議をしていくと。これから開設公園がどんどん増えていきますでしょうから、そう

いった動向を見ながらこの審議会に諮問するかどうかというのはこれから検討をされてい

くというふうに理解すればよろしいですかね。 
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○根来計画課長 そうですね。新しくつくっていくものの提案は当然そうなるんですけれ

ども、もう一つ、例えば今までの整備計画、この審議会の中でお諮りをさせていただいて

答申をいただいているんですけれども、やはり時間が経過をして行く中で、リノベーショ

ンと一口に申し上げましても、その担っていく役割ですとか、その公園の中に盛り込んで

いくというか、導入していく機能ですとかそういったものを大きく変えていかなければな

らないようなものについては、やはりある意味新しく整備計画を立て直すというようなこ

とになってまいりますので、そういった場合は、やはりこちらの公園審議会のほうにお諮

りをさせていただく必要があるかなというふうに思っております。 

 そのあたりはちょっとケース・バイ・ケースと申しますか、内容に応じて私どもの中で

検討し、また会長をはじめ、皆様とご相談をさせていただきながら進められればと思って

おります。 

○髙梨会長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

（なし） 

○髙梨会長 ないようでしたら、これにて報告を終了いたします。 

 円滑な審議にご協力いただき、ありがとうございます。本日の議事は終了いたします。 

 事務局の方にお返しいたします。 

○園尾管理課長 委員の皆様方、長時間にわたるご審議、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。 

――了―― 

 

 

 


